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国立大学の、 法人 ィヒ により， 日本の大学はど う 変わるか 

m 本 貫一 ( 筑波大学大学研究センター 教授・センター 長 ) 

1 . 改革の W0 年と大学 改正により、 認証評価制度が 取り入れられることにな 

最近の 10 年間は、 大字改革の 10 年と呼ぼれるほど った。 すべての大学は、 これによって、 外部の第三者 

に 大きな変化の 時期であ った。 先頃 刊行された日本高 による評価の 目にさらされることになる。 また、 専門 

等 教育学会研究紀要「高等教育研究」第 6 集は、 特集 職 大学院が制度化された。 これらについてはその 意味 

として「高等教育、 改革の 10 年」を掲げ、 「この 10  や問題点 は ついて後述しよう。 さらに、 規制緩和の 一 

年間の改革の 中で、 高等教育の各側面にさまざまな 変 現として、 大学の設置認可の 基準が大幅に 弾力化され 

化が現象としてたち 現われているが、 これらの現象が ることになった。 ただし、 重要な問題として、 私立大 

改革とどのような 関係にあ るのか、 また、 わが国の高 学に対する是正介 令 が学校教育法の 規定に従って 運用 

等教育システムそのものの 変容にっながるものかは、 可能となった。 これまでは私立学校法によって、 文部 

  ト 分に検証されていない」という 問題認識を示してい 科学大臣は、 設置認可の権 限のほかには、 伝家の宝刀 

る 。 私は、 この研究紀要の 編集委員長として 編集作業 たる「学校閉鎖命令」しか 発動することができなかっ 

に 従事したが、 その過程で、 高等教育にはさまざまな たものが、 今回の措置によって、 きめ細かな指導が 可 

変化が起きているものの、 それは大学の 自主自律を促 能 となったのであ る。 

すものであ るとともに、 場合によっては 却って政府の 第三に、 重点的資源配分としての 21 世紀 COE プロ 

規制を強める 要因ともなるものがあ ることに気が 付い グラムがスタートした。 その申請をめくる 各大学の狂 

た。 グローバル時代の 大学を語るとき、 知識の創造の 態はさておくも、 このように評価にもとづく 資源配分 

源 としての大学が 主体性を失ってよいはずはない。 後 がさらに重点化したという 意味は大きい。 続いて本年 

ほど述べるように、 国立大字の法人化、 認証評価制度 度からスタートする「特色あ る大学教育支援プロバラ 

の 導入、 専門職大学院の 新設、 などさまざまな 政策が 、 ム 」は、 その目的が大学教育の 改善など、 21 世紀 COE 

自由と競争の 名の下で、 真に大字の自主自律を 促すも プロバラムとは 異なるものであ るにもかかわらず、 大 

のであ ればよいが、 逆に政府の規制や 関与を強めるも 学関係者には「教育 版 COK 」として受け 止められ、 大 

のであ ったり、 あ るいは大学に、 これまで以上に 政府 学の威信をかけた 経営戦略の一環として 応募準備が進 

を頼る気持ちを 起こさせたりするようであ れば、 それ められているよ う であ る。 このプロバラムの 本来の目 

は 決して望ましいものではない。 的 が損なわれないようにと 祈るばかりであ る。 

第四に、 私立大字の経営をめぐる 環境は一層厳しさ 

2. この一年の変化も 顕著 を 増しつつあ る。 ここ数年、 定員割れを起こしている 

この一年の間に、 大学をめぐる 情勢はさらに 変化を 大学は急速に 増えつつあ り、 また今年からは 頼みとす 

遂げた。 第一に、 本年 7 月、 国立大学法人法が 成立し 、 6 18 歳人口は 150 万人台の踊り 場から 120 万人台に 

2004 年 4 月からの国立大学の 法人化が正式に 決まっ 向けて、 急速な下降局面に 入る。 大学が受験生を 選ぶ 

た 。 当面の中期目標・ 中期計画の決まり 方は、 これか のではなく、 受験生が大学を 評価し選択するという 機 

らの大学の自主的運営がどのようなものであ るのかを 運が急激にみなぎる 中で、 大字経営は難しい 舵取りが 

占う試金石となるであ ろう。 迫られている。 私たちのグループは、 本年 5 月、 「私 

第二に、 昨年夏に出された 中央教育審議会答申があ 立 大学経営に関する 研究会中間報告」なる 研究レポー 

る。 それにもとづく 所要の措置が 昨年秋から今年春に トを公表したが、 その中でもこのような 厳しい認識を 

かけて取られた。 たとえば、 昨年秋の字 校 教育法等の 示すとともに、 「大字の存続か 閉鎖かを判断し、 適時 適 
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切 な措置をとる 決断力が大字の 経営者や政策担当 

者に求められる 時代がすぐそこに 来ている」とし 

て、 関係者の意識改革を 促した。 

第五に、 法科大学院 ( 口一 ・スクール ) はいよ 

いよ来年スタートを 目指して、 その設置認可の 受 

付 がこのほど終わった。 来春開校を予定する 法科 

大学院は 72 校、 総入学定員は 6 千人に及ぶ。 法 

科大学院設置の 動きをきっかけに、 大学院レベル 

での高度職業人教育に 対する関心は、 一気に高ま 

ることが予想される。 すでに、 既存の専門大学院 

からの移行を 含めて、 ビジネス・スクール、 ポリ 

ン -   スクールなどの 領域で専門職大学院が スタ 

ートを切っており、 今後さまざまな 領域で専門職 

大学院の設立が 進むことであ ろう。 それと同時に、 

大学や大学院教育における 職業教育的要素は 、 従 

来の アカデミックな 教育研究とは 別に、 確固たる 

足場を築いていくに 違いない。 

3. 成立した国立大字法人法 

現時点で、 国立大字をめくる 改革論議で一番大 

きな問題は 、 何といっても「法人化」の 問題であ 

ろう。 これは国立大学にとって 、 少なくとも運営 

上の根本的な 制度的変化をもたらすだけではなく、 

大学のあ り方という観点からは、 公私立大も深く 

かかわる問題であ るからであ る。 

参議院に入って 審議が難航しているかに 見えた 

国立大学法案であ るが、 7 月 9 日に成立した。 有 

馬文部大臣 ( 当時 ) が法人化移行の 方針を示して 

から約 4 年、 ここに国立大学の 法人化が正式に 決 

まったことになる。 今後は、 法律の規定に 基づき、 

来年 4 月の法人化をめざしてさらに 具体的な準備 

が 進むことになるだろう。 国立大学の法人化も 、 

そういう意味で 新たな段階に 入ったことになる。 

成立した国立大学法人法による 国立大学法人制 

度の特色は、 すでにさまざまな 機会に説明がなさ 

れていることとは 思うが、 重要なことであ るので、 

今一度復習しておこう。 それは、 ( 1 ) 大学ごとに 

法人化し、 予算、 組織等の規制は 大幅に縮小する 

など、 自律的な運営を 確保すること、 (2) 役員会 

や経営協議会の 導入など「民間的発想」のマネジ 

メント手法を 導入すること、 (3) 学覚役員制度の 

導入や経営協議会、 学長選考会議への 学覚者の参 

画などによる 運営システムを 制度化すること、 

(4) 能力・業績に 応じた給与システムを 各大学 

で導入するなど「非公務員型」による 弾力的な人 

事システムに 移行すること、 (5) 大学の教育研究 

実績を第三者機関により 評価・チェック し 、 また 

評価の結果を 大字の資源配分に 確実に反映するな 

ど、 これまでのような 事前チェック 中心から事後 

チェック方式に 移行すること、 の五点に集約され 

る。 

なお、 国立大学法人は、 文部科学省の 説明によ 

ると、 独立行政法人通則 法 に基づく法人とは 異な 

り、 学覚役員制度など 学覚者の運営参画を 制度化 

していること、 客観的で信頼性の 高 い 独自の評価 

、 ンステムを導入すること、 学長選考や中期目標 設 

定 で大学の特性   自主性を考慮しているとされて 

いる。 

4. 法人化に伴う 具体的・現実的問題 

ただし、 法案審議の過程で、 さまざまな疑問が 

出された。 おそらくこの ニ、 ニ ケ月の間に、 過去 

数年間の中でもっとも 活発な意見が 交わされたこ 

とであ ろう。 世論の特性として、 目の前に人が 迫 

らないと物事を 考えがたいという 宿命があ るのか 

も知れない。 振り返ってみると 当初は、 法人化に 

よって国立大字の 経営は大幅に 自由度を増し、 こ 

れによって教員の 教育研究の諸条件にも 飛躍的な 

改善が図られるという 夢が大字人の 間にあ ったこ 

とは事実であ る。 ただ同時に、 国立大学の現状を 

苦々しく思う 世論や政策担当者は、 国立大学が法 

人化によって、 その教育研究や 経営のアカウンタ 

ビリティーが 問われるようになり、 より社会的制 

度として位置づけられた 存在になることを 期待し 

ていたはずであ る。 つまり、 同床異夢というきわ 

めて幸せな時期がしばしの 間は確かにあ ったのだ。 

しかし、 我々はその夢から 覚めた。 現実は厳し 

い。 居 、 うに、 国立大字の法人化には、 その法人化 

のそもそものきっかけがそうであ ったように「 行 

政 改革」という 遺伝子が含まれている。 もともと 

橋本行革の中で 生まれたスキームであ る独立行政 

法人というものは、 政府機能のスリム 化が大きな 
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目的であ り、 それとともに、 外出しされた 機能の 

効率的実施が 求められる。 いわば、 頭が政府に、 

手足が大学にという 図式であ り、 図式どおりに 実 

行された場合は、 創造力を基本理俳とする 大学に 

はもっとも似つかな い ものであ る。 このため、 当 

初は文部省 ( 当時 ) 自身もこれに 反対していたと 

ころのものが、 行政改革の進展の 中で回避不可能 

という判断もあ って、 法人化が決められたという 

経緯があ る。 

ただその後、 法人化を進める 理屈づ け としての 

「大学改革」の 要素が多数取り 込まれていること 

も事実であ る。 その両方の働きが、 理想を言えば 

一致すればよいのだが、 実際にはかなり 異なった 

方向性をもつことも 確かであ ろう。 たとえば中期 

計画ひとつとってみても、 大字が自主自律の 立場 

で 考えた行動計画を 政府に認めさせ、 結果として 

これを国民に 約束することであ ると見るのと、 政 

府が大学の行動に 一定の枠をはめる、 あ るいは大 

学の社会的責任を 果たきせるために、 概算要求の 

査定作業のように 細かに指示しながら 作っていく 

プロバラムであ る、 と見るのとでほずいぶん 違っ 

た 結果になってくるだろう。 願わくは、 その両者 

の乖離を最小限にして、 我々の理想とする 大学改 

革に少しでも 近づくことであ る。 

つまり、 法人化は大学改革の 一手段に過ぎない 

のだ。 大学改革は法人化の 有無に関わらず 進めな 

ければならないことがらであ る。 法人化は、 それ 

に対して推進力となることもあ るが、 場合によっ 

ては妨げになることだってあ るのだ。 それは、 法 

大 化というものの 中に、 行政改革と大学改革とい 

う、 あ る意味で相容れない 側面をもつ二つの 要素 

が 含まれていることによる。 問題は、 法人化の持 

つ行政改革的要素を 適正にコントロールしっ つ 、 

大学改革的要素をどのように 伸ばしていくかであ 

ろう。 それが 21 世紀知識社会にふさわしい 社会 

的基盤 ( インフラ ) としての大学の 存在意義であ 

る 。 ものごとはまさに 始まったばかりであ る。 改 

革途上であ ると言わざるをえない。 

5. 法人化を活かすのは 大学の姿勢 

朝日新聞社が、 今年 4 月から 6 月にかけて全国 

の 大学長に対して 行ったアンケート 調査の結果 

( 平成 15 年 6 月 29 日付 け 朝日新聞 ) によると、 

回答した国立大学長の 47 パーセントが、 「法人化 

などの大学改革で 日本の大学が 良くなっていく 

か」との問いに 対してわからないと 答え、 「はい」 

0 44 パーセントを 上回ったそうであ る。 また、 

法人化後の心配事について、 五つの選択肢を 挙げ 

て聞いたところ、 「予算をどこまで 維持できるか」 

(55 パーセント ) 、 「大学教職員の 非公務員化に 伴 

う労使対策」 (14 パーセント ) 、 「経営協議会の 委 

員などに、 優れた学覚者をスカウトできるか」 (10 

パーセント ) などが回答として 寄せられたとのこ 

とであ る。 これから見る 限り、 多くの国立大学長 

は、 この法人化が 大学にとってプラスになるかど 

うかに懸念を 抱きつつ、 当面の心配事としての 子 

算 確保を挙げている。 もっともなことと 思うが、 

どうも私の印象では、 それはあ まりにも受身の 立 

場のようにも 思える。 もっとも、 」多くの大字人の 

心配事・関心事は、 自分たちの身の 回りの安定と 

発展であ るから、 そのような意見の 集約としての 

意識が学長レベルの 大学トップに 表れても不思議 

ではないであ ろう。 

但し私に言わせれば、 一番の問題は、 知識の創 

造にとって必要不可欠であ る大学の自主性が 守れ 

るかどうかであ ろう。 とくに冒頭のべたように、 

行政機関が何もかもを 差配するようなシステムで 

は、 別に行政があ れこれと算段することなく、 大 

学の方から行政に 擦り寄ってくるのが 実情ではな 

いのか。 なぜ大学が擦り 寄るか。 それは資源供給 

元がどこにあ るのかと関係が 深い。 

当面問題になるのは、 中期目標・中期計画に 係 

る 大学の姿勢と 政府の関与であ る。 中期目標の設 

定と中期計画の 認可は、 法人化の目的が、 政府機 

能の外出しであ る以上、 法人化というスキームの 

上からは、 政府として譲ることのできないもので 

あ るかも知れない。 しかし、 現在すでに中期計画 

をめぐって各大学で 行われている 議論を見るにつ 

け、 各大学は自らの 方針を自主自律の 立場で打ち 

出すよりは、 文科 省 や国大脇あ るいは地大学の 様 

子を気にしているから、 思い切った方針で 大学政 

革 に臨みがたい 状況にあ るのではないかという 感 
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が 強い。 法人化という 仕掛けと大学本来の 目的が、 

ここにおいてもっても 衝突するのではないかと 思 

われる。 それを避ける 方法は、 唯一、 中期目標・ 

中期計画ともども 思い切って簡略化する 中で解決 

するしかないだろう。 これが予算と 絡まるという 

ことで、 大学側にも詳細な 記載をして政府にコミ 

ットさせようという 期待が大きいこととは 思うが、 

大学の自主自律を 重視ずるなら ぱ 、 ここは大字の 

裁量・判断の 余地を残しておくのが 得策だと考え 

る。 政府に対する 予算要求や国民に 対するアカウ 

ンタビリティーは、 別途の方法で 果たすように 考 

えれ ば よい。 

6 . 法人化後の国立大学が 進むシナリオ 

東大教授の金子元久氏は、 神戸大学で今年 5 月 

に開催された 日本高等教育学会の 研究発表の場で、 

国立大学の法人化の 進むべき方向として 三つの 

「シナリオ」を 提示した。 第一は「国立大学法人 

の 制度的定着」であ り、 国立大学法人の 構想がほ 

ぼそのままに 具体化し、 制度として定着するとい 

うものであ る。 この場合には、 一方で学長にきわ 

めて大きな権 限が集中し、 他方で大字の 組織全体 

が包括的に評価されて、 それが政府補助金や、 や 

がては大学の 存在自体を決定する、 という国際的 

にみても極めて 特異な新しいタイプの 大学の設置 

形態が出現することになるとする。 第二は「国家 

施設型の変形」であ り、 所期の構想にも 関らず、 

具体化の過程において、 実施的には従来の 国立大 

学の管理運営形態 ( 国家施設型 ) の枠内に止まる 

ものの、 いくつかの変更が 加わり、 大学に対する 

包括的な評価が 恒常的に行われ、 それが政府によ 

って裁量的に 予算措置その 他に用いられることに 

よって政府の 統制が強まるとするものであ る。 第 

三は 「私学化」であ り、 法人化を契機として、 さ 

らに長期的には 私学の設置形態の 方向に変化する 

というものであ る。 

同氏は、 この三つのシナリオを 決めるのは、 

第一に中期目標とその 評価の方法、 その結果の反 

映の メカニズム、 第二に政府財政補助の 全体とし 

ての水準とその 配分方式、 の二つの制度的な 不確 

定要因の帰結であ るとしている。 私は、 これが 発 

表された学会の 席上、 それぞれのシナリオの 実現 

可能性について 質問したところ、 確かな答えはな 

かった。 ただ私としては、 そのうち、 第一のシナ 

リオの可能性は 3n パーセント、 第二の可能性は 

50 パーセント、 第三の可能性は 20 パーセント 程 

度 ではないだろうかと 考えている。 もちろん、 法 

人化というものは、 自然現象とは 異なり人の関与 

する仕掛けであ るから、 このとおりに 進むかどう 

かはわからない。 しかし、 少なくとも、 関係者が 

この数字を認識して、 次なる行動を 取ってほしい 

というのが私の 希望であ る。 

7 . 新時代の大学 

さて、 このような状況の 中、 大学には要求や 期 

待が非常に大きくなってきている。 そのことに大 

学はどのように 応えればよいのであ ろうか。 21 世 

紀知識社会の 中で、 大学の役割はどのようになる 

のであ ろうか。 このような問題を 考えるためには、 

大学と社会のあ り方の基本形について、 今一度考 

えてみる必要があ るだろう。 まずその背景から 見 

てみよう。 

第一に、 わが国の企業における 終身雇用制は 急 

速に 崩壊しつつあ る。 もっとも、 終身雇用は戦後 

経済成長期の 大企業における 特殊事情であ って、 

それが戦前期を 含むわが国に 本来あ った流動的な 

雇用慣行に戻るだけだといえばそれまでであ る。 

知識社会の中で、 市場メカニズムを 重視し、 その 

中で競争的環境を 作って い くということは、 大字 

や 企業などの組織の 立場からだけではなく、 労働 

者 ・ 被 雇用者の立場から 見ても同じような 事情に 

あ る。 そのような状況下、 若 い 学生は、 大字教育 

の 実態を冷静に 眺めているはずであ る。 医学や薬 

学 、 そして法科大学院でフィーバーしている 法学 

の分野に学生が 集まるのも、 また、 その他の分野 

でも実字的な 教育内容に人気が 集まる傾向があ る 

のも、 大学教育の有用性を、 専門職業教育に 見つ 

けようとしているからではないか。 

第二に、 科学技術と経済との 関係の緊密化に 伴 

い、 基礎研究の場であ る大字を再評価しようとい 

う動きがあ る。 これは冷戦構造の 崩壊とも関係が 

あ るのだが、 90 年代に至って、 各国とも「科学技 
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術は経済発展のエンジン」と 考えはじめ、 必要な 

措置取り始めている。 私は、 この 10 年ほど、 OECD 

の科学技術政策委員会関係の 論議に関与してきた 

が、 各国の「科学システム」改革の 動きは急であ 

る。 このほど、 「科学システムの 運営」 (G0vernlng 

the Science Systeln) と 題する報告書が 取りまと 

められ、 間もなく公表されることになっている。 

わが国では、 80 年代後半に大学の 研究環境があ 

まりにも荒廃したことの 反省から、 一時的に、 純 

粋基礎研究のインフラが 大切との世論があ ったが、 

90 年代後半に至って、 やはり他の国々と 歩調をあ 

わせるかのように、 研究活動と産業・ 経済との 関 

係重視に方向転換が 図られ、 96 年には第一次の 科 

学技術基本計画が、 そして 2001 年からは第二次 

の科学技術基本計画が 策定されて実施に 移されて 

いる。 また、 科学技術会議は 総合科学技術会議に 

リニューアルされ、 格段にその権 限が強化されて 

いることは周知のことであ る。 

第三に、 高度専門職重視の 雰囲気の中で、 大学 

院教育が社会人の 職業生活の中でのリセット 機能 

を 果たすよう、 その期待が高まっている。 私が勤 

める筑波大学においても、 夜間大学院には、 能力 

向上、 キャリアアップをめざす 社会人学生で 溢れ 

返っている。 本書の第 5 章でも取り上げているが、 

生涯学習と大字教育との 結びつきは、 今後ますま 

す 強まってくであ ろう。 

さて、 そのような背景を 考えるとき、 われわれ 

は、 従来の大学教育の 飛躍的改善に 手を付けなけ 

ればならないことが 分かる。 それは小手先の 改革 

では駄目であ る。 昨今はやりのファカルティー・ 

ディベロップメント (FD) も 、 単なる教え方の 論 

議 ではなく、 何を教えるかにまで 視野を広げて 検 

討する必要があ るだろう。 昨今の大学改革論議の 

中では、 とかく経営や 管理・運営面に 注目が集ま 

りがちであ るが、 本当のところは、 経営や管理・ 

運営は、 充実した教育・ 研究活動のための 手段で 

あ るはずであ る。 それを逆転させるような 議論を 

してはならない。 また、 教育や研究活動のための 

マネジメントについても、 今後早急に考えていく 

必要があ る。 

18 歳人口の減少による 学生確保の困難、 法人化 

に 伴う政府関与の 強化に対する 懸念、 大字評価の 

進展に伴う教員スタッフと 経営陣の不断の 緊張な 

ど、 さまざまな不安要因はあ るものの、 21 世紀知 

識社会を展望するとき、 大学や高等教育システム 

には、 明るく強い光が 差し込んでこなければなら 

ない。 また、 大学を指導する 立場にあ る人々そし 

て政策担当者はそのチャンスの 芽を逃してならな 

いのであ る。 

( 山本 員 一著 「大学の構造転換と 戦略 パート 

11 」、 ジアース教育新社、 2003 年刊の第一章から 

筆者が編集 ) 

一 227 一 


